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クレジットカードの現金化
「クレジットカードで現金化」というチ
ラシがポストに入っていました。どうい
うものでしょうか。（40代・男性）

問　

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
谷
和
原
庁
舎
１
階
）　

☎

25
︲
３
２
８
８

契
約
違
反
の
危
険
な
取
引

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
、
販

売
店
で
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
購

入
し
、
後
払
い
す
る
た
め
の
も

の
で
す
が
、
悪
質
な
販
売
店
が

そ
れ
を
利
用
し
て
取
引
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
１
０
０
万

円
の
商
品
を
購
入
し
た
と
す
る
と
、
消
費
者

に
は
現
金
で
70
万
円
が
渡
さ
れ
ま
す
。
消
費
者

は
利
用
し
た
直
後
は
70
万
円
を
入
手
で
き
ま
す

が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
へ
は
１
０
０
万
円
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
30
万
円
は
業
者
へ
の

手
数
料
と
な
り
ま
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
現
金
化
す
る
業
者
の

多
く
は
、
広
告
で｢

安
心｣

「
安
全
」
を
う
た
っ

て
い
ま
す
が
、こ
の
よ
う
な
取
引
は
、ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
契
約
違
反
に
な
り
ま
す
。
カ
ー
ド
会

社
か
ら
退
会
手
続
き
を
取
ら
さ
れ
、
一
度
に
利

用
金
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
現
金
化
は
、
借
金
が

膨
ら
む
だ
け
の
大
変
危
険
な
取
引
で
す
の
で
、

絶
対
に
行
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

『「
消
し
た
か
な
」あ
な
た
が
守
る
　
合
言
葉
』

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
【
実
施
期
間
】

　
　

３
月
１
日
㈫
～
７
日
㈪

住
宅
防
火　

い
の
ち
を
守
る
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

３
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の

　

か
ら
離
れ
た
場
所
で
使
用
す
る
。

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

　

る
時
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅

　

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

○
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ

　

た
め
に
、
燃
え
に
く
い
製
品
（
防

　

炎
製
品
）
を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

　

に
、消
火
器
な
ど
の
用
意
を
す
る
。

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人

　

を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力

　

体
制
を
つ
く
る
。　

大
切
な
生
命
と
財
産
を
守
る

た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
！

　

平
成
21
年
６
月
１
日
か
ら
、
防
火

法
に
よ
り
す
べ
て
の
住
宅
に
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

●
設
置
が
必
要
な
場
所

・
寝
室

・
階
段
の
上
部
（
２
階
以
上
に
寝
室

　

が
あ
る
場
合
）

悪
質
な
訪
問
販
売
に
ご
注
意

を
！

　

消
防
署
の
職
員
が
、
住
宅
を
訪
問

し
て
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
販
売
す

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

 

・
つ
く
ば
み
ら
い
消
防
署　

☎

58
︲
０
１
１
１　

・
つ
く
ば
み
ら

い
消
防
署
谷
和
原
出
張
所　

☎
25
︲

３
１
１
９　

・
つ
く
ば
み
ら
い
消
防

署
東
部
出
張
所　

☎
52
︲
１
１
９
０

問

　電子証明書の有効期限は３年間です。新しい電子証明書の発行　
（更新）手続が必要です。
・失効した場合には、国税の電子申告などの電子申請・届出に使う

ことができなくなります。

・更新を希望する方は、市役所市民窓口課（伊奈・谷和原庁舎）で

手続してください。

・更新手続を行った場合、現在の電子証明書は直ちに失効します。また、

新しい電子証明書の有効期限は手続の日から起算して３年間です。

・現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を

受けることができます。

・この手続は日曜日開庁時には受け付けておりませんのでご注意ください。

【手続に必要なもの】

・住民基本台帳カード

・お持ちの住民基本台帳カードが写真付きでない場合には、写真付

公的個人認証サービスの電子証明の発行を受けている方へ

問 　　　伊奈庁舎市民窓口課
　　　☎ 58- 2111（内線1112）

きの公的身分証明書（運転免許証、

旅券、障害者手帳など）

・手数料５００円




